
保健師メッセージ

マタニティ応援プロジェクト
～新しい命の誕生を、まち全体で応援します～

問  健康福祉課　保健子ども係 ⑧⑨番窓口  TEL65-3008

産後ケア事業 ※利用方法 ・料金を変更しました　　　　　　

問  こども家庭センター はぐ♡Hug  TEL65-3008

出産を控えた妊婦さんに安心し
て健やかな妊娠期間を過ごしてい
ただけるよう、「マタニティ応援プ
ロジェクト」を開始します。
本プロジェクトでは、栄養価が
高く、体にやさしい「金芽米」を毎月５㎏ご自宅へ
お届けします。日々の食事を通じて、妊婦さんの健
康を支え、赤ちゃんの健やかな成長を応援します。

出産後、安心して子育てが始められるよう支援す
る『産後ケア事業』を実施しています。

※産後１年未満のお母さんが対象です。
　訪問型サービス　
家庭訪問により、お母さんと赤ちゃんのケアや育
児の助言指導を受けられます。
　通所型サービス　
産院や助産院へ通い、お母さんと赤ちゃんのケア
や育児の助言指導を受け、ゆったり過ごしていただ
けます。

　宿泊型サービス　
産院や助産院へ宿泊し、お母さんと赤ちゃんのケ

アや育児の助言指導を受け、日頃の育児疲れを回復
していただけます。

《利用について》
・令和8年度より初回申請時に利用券を発行しま
す。役場窓口にて申請してください。

・訪問型、通所型は初回のみの申請で利用券枚数分
（上限10回）を発行できますが、宿泊型は利用
ごとの事前申請が必要です。

《利用料》

種　別 単　位　数
利用者負担金（税別）

町民税課税世帯 町民税非課税世帯 生活保護世帯

訪問型 助産師の移動を含み 3 時間以内 ６００円 ３００円 無料

通所型 30 分以上 2 時間未満 ５００円 ２５０円 無料

通所型 2 時間以上 4 時間以内 １, ０００円 ５００円 無料

宿泊型 1 泊 2 日（24 時間以内） ５, ０００円 ２, ５００円 無料

●対象者
以下の①②のいずれにも該当する方

　①湯浅町に住民登録がある方
　②妊娠届を提出された妊婦
※住民登録がなくなった場合は対象外となります。

●提供期間
申請書を提出した翌月から出産予定月まで

※出産予定月に申請をされた方への提供はできない
ため、お早めに申請をお願いします。

利用できる産院や助産院については、保健師に相談のうえ、お申し込みください。
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